
Ⅰ．はじめに

日本政府は男女平等社会に向けて様々な法整
備を行なってきた。まず、1985年の国連の女性
差別撤廃条約加盟に備え、同年、男女雇用機会
均等法を成立させた。当初不完全とされた男女
雇用機会均等法は 3 回の改正を経て就労女性の
権利と身分を総合的に保護するものとなった。
1999年に制定された男女共同参画社会基本法は、
実質的な男女平等社会の構築に向けた基盤的役
割を果たしている。さらに、2016年 4 月からは
女性活躍推進法が施行され、301人以上の労働
者をもつ企業には、女性の採用比率、勤続年数、
労働時間、管理職割合に関する取組内容や数値
目標を含む行動計画策定とその公表が義務付け
られるようになったため、企業における女性の
活躍が一層期待される。しかしながら、日本は
144カ国中111位というジェンダー・ギャップ指
数（世界経済フォーラム, 2016）の低位置が示
すように、国際比較をした場合、まだまだ女性
が男性と対等に社会で活躍できていない状況が
浮き彫りとなっている。

上記のジェンダー・ギャップ指数が算出され
る 4 領域（経済、教育、保健、政治）において、

特に政治分野への女性参画が遅れている。政治
分野の数値算出基準は、国会議員に占める女性
比率、閣僚の女性比率、近年50年の国家元首の
女性在任年数である。日本はそのいずれの基準
においても低い数値である。女性国会議員の世
界平均が23.3%（両院）、北欧平均が41.7%
（一院）、アジア平均が19.7%（両院）に対し、
日本の衆議院は9.3%、参議院は20.7% で衆参
両院合わせて193カ国中164位となっている
（Inter-Parliamentary Union, 2017）。一方、
地方議会において女性議員割合は漸増傾向にあ
るが、都道府県議会及び市区町村議会の女性議
員合計の割合は27.0% にとどまっている（内
閣府男女共同参画局, 2016, p.31）。このよう
な状況では、国政レベルにおいても地方行政レ
ベルにおいても、意思決定者が男性中心となり、
多様な意見や女性にとって優先度の高い政策が
反映されにくいため、政策決定に偏りが生じた
り議会への信頼が失われる危険性をはらんでい
る。

以上のような状況において、本研究ノートは
地方自治体の女性首長と女性議員の現状に焦点
をあてる。まず、第一に、日本の政治構造につ
いてジェンダーの視点から考察を行い、女性が
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政治から排除されてきた歴史的経緯について明
らかにする。第二に、男性優位女性劣位の政治
構造において、女性が政治家を目指す場合の社
会的な障壁と選挙制度の障壁について論じる。
そして第三として、地方議会における女性議員
の現状について資料をもとに考察する。さらに
第四として、筆者が2015年から2016年にかけて
取り組んだ女性市長のリーダーシップ研究にも
ふれ、女性首長の優先施策傾向とリーダーシッ
プ・スタイルを提示し地方自治変革の可能性を
探る。最後に、なぜ女性議員が増える必要があ
るのか、また、どのようにすれば女性議員が増
えるのかについて多角的に検討を行う。

Ⅱ．日本の政治文化・政治構造と
ジェンダー平等の矛盾

ここでは、近年の政策選択をもとに、現代日
本に残存する政治文化と政治構造の特色につい
て明らかにし、それらがジェンダー平等政策と
矛盾するものであることについて説明を行う。
20世紀末に日本政府は、管理と自由という矛盾
する二つの価値を内包する政策を選択したと言
われている。国民管理のための政策は、通信傍
受法（通称、盗聴法）、住民基本台帳改正法、
「日の丸・君が代」の法制化などであり、一方
の自由で平等な社会を模索する政策として、男
女共同参画社会基本法、改正男女雇用機会均等
法、介護保険法があげられる（進藤, 2004, pp.
1-3）。これら矛盾した価値を内包する政策の選
択要因の背景として次の二つの流れが考えられ
る。まず前者の管理に関する概念は、戦前から
残存する日本の政治構造と政治文化に起因する
と考えられる。日本特有の保守的政治文化の萌
芽は、明治近代化の改革にみられるという。そ
れは草の根の市民的権利を要求する運動ではな
く徹底した上からの改革であり、国家権力に
よって経済近代化のための工業化が推進され、
社会の近代化である民主化は抑圧された点にあ
る。人権意識と平等を尊ぶ近代市民的価値は否
定され、国家の意思と個人の意思を同一化する
集団主義的政治文化が創出された背景には、男

尊女卑の家父長的価値に基づく天皇制国家の家
族制国家観が関係しているとされる。そのよう
な政治文化が残存する中で、戦後、欧米型の民
主国家へと制度的転換を遂げた後も、国民の政
治意識は伝統社会における上意下達の政治意識
から簡単には脱皮できなかったと言われている
（進藤, 2004, p.210）。

さらに、上記で述べた日本固有の保守的政治
文化は、男性支配の政治構造を形成したと考え
られる。その理由として、リベラル・フェミニ
ズム理論の言説を適用すると次のように説明す
ることができる。近代自由主義思想と資本主義
の中で発展してきた社会基盤は、男性が従事す
る政治経済などの公的領域によって構築されて
おり、家庭という私的領域に追いやられた女性
は政治から排除されてきた。この男性による公
的領域と女性による私的領域という性分業が女
性の経済力を奪い、女性を従属的地位においた
とされる（ホーン川島, 2000）。そして、日本
特有の保守的政治文化と男性支配の政治構造は、
戦後女性が参政権を獲得した後も残存した家父
長的価値と性別役割分業観が核となって温存さ
れてきたと言えるだろう。したがって「政治は
男性的なもの」とする価値観と男性的力の論理
で支配される政界は、現在においても女性に
とって参画が困難な領域となっている。

一方、管理・支配という価値に対して、自
由・平等という価値は、グローバル社会のフェ
ミニズム運動とジェンダー主流化の流れに位置
づけることができる。1979年に国連で成立した
女性差別撤廃条約は、女性の地位向上の世界的
潮流を形成し、その波及効果は世界各国に及ん
だ。そして、1995年に国際女性年20周年を記念
して北京で開かれた世界女性会議では、「公的
及び私的生活のすべての分野への女性の積極的
な参加に対するあらゆる障害の除去を促進する
ことを目的とする」行動綱領が採択され、各国
政府と NGO・NPO を含む国際社会に女性のエ
ンパワーメントとジェンダー主流化を呼びかけ
る推進力となった（千田・中西・青山, 2015,
pp.155-156）。
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日本では、1985年の女性差別撤廃条約加盟に
向けて国内の法整備が進み、国籍法改正（1984
年）、男女雇用機会均等法（1985年）、そして条
約加盟後は、育児休業法（1991年）、 パートタ
イム労働法（1993年）、高校での家庭科男女共
修実施（1994年）、育児・介護休業法（1995年）、
男女共同参画社会基本法（1999年）、児童買
春・児童ポルノ禁止法（1999年）、児童虐待防
止法（2000年）、DV 防止法（2001年）へと進
展した。しかしながら、男女平等の概念は日本
社会に存在した家父長的価値や性別役割分業観
と相容れるものではなく、女性の社会参画を阻
むものものとなり男女平等の実現は著しく遅れ
た。かくして日本は世界のジェンダー主流化の
流れから取り残され、「女性活用小国」(竹信,
2016)という汚名が返上されることはなかった。

Ⅲ．女性の政治参画への障壁

上記の第Ⅱ節で述べたような家父長制的政治
文化と男性支配の政治構造が残存する中で、女
性が政治家を目指す場合、様々な障壁が考えら
れる。それらは主に社会的な障壁と選挙制度上
の障壁に分類されている。まず、社会的な壁と
して、日本だけでなく欧米社会においても社会
的・政治的活動は男性が独占し女性は家庭内に
閉じ込められていたという点で共通していたが、
前述したように特に日本では天皇制家族国家観
の影響が根強く、天皇制国家が否定された戦後
においても男性優位の意識が根強く残ったため
に、社会的・政治的活動においては男性の方が
「ふさわしい」とする考え方が女性を排除した
とされる。また、高度経済成長期にも、このよ
うな男女間の権力関係と性別役割分業を、自民
党政権や財界が活用したとされる。さらに、社
会的活動や職業生活を期待されない女性は、男
性と比較して低学歴にとどまり、高等教育に進
学したとしても専攻分野は政治・経済や政策を
学ぶ社会科学系ではなく人文系の学部に偏った。
このように女性にとって社会進出が困難であっ
た結果、政治的議論に参加するような経験も得
られず、選挙活動に必要な人脈も築くこともで

きず、ここに女性の政治進出を阻む社会的障壁
の悪循環が形成されたとされる（五十嵐・シュ
ラーズ, 2012, pp.6-8）。

次に、女性の政治進出を阻む選挙制度上の壁
に関して、戦後日本の国政選挙制度が長期間に
わたって中選挙区・単記制であったことが女性
にとって不利に働いたとされる。具体的には、
3 ～ 5 人区を中心とする選挙区に自民党各派閥
が定員ギリギリまで候補者を立て、候補者は後
援会を組織して選挙区の隅々まで強固な利害関
係に基づくネットワークを形成した。長期政権
である自民党所属の政治家は、地域社会が予算
配分を獲得する上で政府との有利なパイプ役と
考えられたことが地域ネットワークの価値を担
保したと言われている。しかしながら、社会経
験や有力な人脈に乏しい女性が、このような地
域ネットワークを構築することはほとんど不可
能であったとされている。一方、参議院全国
区・比例区においては、選挙区選挙や政治的利
害関係と格闘する必要がないため、少数ではあ
るが女性議員が誕生していったとされる。した
がって、女性の政治進出が困難な中、例外的に
政界進出を果たした女性は、死亡した国会議員
の妻や跡継ぎ息子がいない政治家の娘が夫や父
から引き継いだ後援会の支持で当選した場合に
限られると言われている（五十嵐・シュラー
ズ, 2012, pp.8-10）。

Ⅳ．女性地方議員の現状

地方議会における女性議員の数は、徐々に増
えつつある。都道府県議会及び市区町村議会の
女性議員合計の割合は27.0% を示すものの、
地域レベルでは、都市部で女性議員割合が高く
郡部で低い傾向を示し、すべての都道府県議会
に女性議員がいる一方で、 3 割以上の町村議会
において未だに女性議員がゼロとなっている状
況である (内閣府男女共同参画局, 2016, pp.
30-31)。

女性議員の増減に関して歴史的経緯を見ると、
1947年の戦後初の地方統一選挙において誕生し
た全国の女性議員は793人（0.4%）で、それ以
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降長期間にわたって地方女性議員比率は低率
だった。変化の兆しが現れたのは1980年代から
で、その背景には、女性の地位向上に向けた世
界的潮流と、土井たか子氏の日本社会党中央執
行委員長就任後に起こったマドンナ・ブームが
あったと言われている。1991年の統一地方選挙
では、市議会議員の女性割合が 5 % を超え、
特別区議会は11.8%、生活クラブ生協を母体と
した生活者ネットの女性が前回の 7 人から29人
に増え、無所属の女性議員も725人から1100人
に増加した。特にこの1991年の首都圏を中心と
した女性議員の増加は、生活者ネットのような
「市民派」と呼ばれる無所属の女性議員が各地
に誕生することによって生じたとされている。
2000年に入っても女性議員を増やそうという女
性の活動は衰えることはなかったが、女性議員
の増加の勢いは2003年の統一地方選挙後、再び
低迷を始めた。それは、各地で起こったジェン
ダー・バックラッシュの影響によるとされてい
る（竹安, 2016, pp.272-281）。

なお、地方議員の類型として、春日（2016）
は、有権者サイドから候補者との関係を基に、
親族型、地元型、政党型、市民型に分類してい
る。親族型は、当選に必要な票数が少ない自治
体において、数多くの親族関係を待つ場合にみ
られるが、そのようにして当選する議員は実際
には少ないと考えられている。地元型は、町内
会や自治会などの地域住民組織を中核として、
これらの組織が候補者を推薦・支持する場合に
あてはまる。政党型は、有権者からみて自分が
支持・支援できる政党から出ている候補者に投
票する場合や、自分が所属する組合や企業が支
持している候補者だから投票するという場合を
指す。市民型は、候補者の主義・主張に対して、
一個人として賛同する有権者が個別的な価値を
実現する目的で投票する場合である。一つ目の
親族型はごく少数であるため、後者の三類型に
おいては、相対的に地元型は男性議員に多く、
政党型と市民型は女性議員に多いことが指摘さ
れている（春日, 2016, pp.20-32）。

Ⅴ．地方自治体における女性首長の
優先施策とリーダーシップ・スタイル

地方議会への女性進出においては漸増が見ら
れるものの、地方自治体の女性首長は著しく少
ない。2017年 2 月時点で、47都道府県知事のう
ち女性は 3 名（6.4%）で1741の市区町村のう
ち、女性市長18名（市の数：791に対して2.3
%）、女性特別区長１名(特別区の数：23に対し
て4.3%)、女性町長6名（町の数：744に対して
0.8%）、女性村長0名（村の数：183に対して 0
%）にすぎない（女性首長一覧, 2017; 日本の
地方公共団体一覧, 2017）。

ここでは、筆者が2015年から2016年にかけて
行った女性市長の研究(1)に関して、まだ分析
途上で不十分ではあるが、その研究結果の概略
を紹介する。当該研究の目的は、女性が市長に
なった場合の政策領域の優先傾向とリーダー
シップ・スタイルを特定することである。イン
タビュー調査を実施した女性市長14人の政治家
類型、優先施策領域、リーダーシップ・スタイ
ルのみに絞って、試行的に分類したのが表 1 で
ある。なお、リーダーシップ・スタイルを特定
するためのリーダーシップ諸理論については、
本稿では扱わず次稿にゆずるものとする。また、
表１の分類はすべて女性市長へのインタビュ
ー・データ、および質問紙調査と収集資料に基
づくが、あくまで現段階の暫定的な分類であり、
今後の本格的な論文の中では研究から得られた
総合的なデータの再検討により分析結果が変わ
る可能性があることを付記しておく。
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上記表 1 の女性市長14名の政治家類型、優先
施策領域、リーダーシップ・スタイルついて、
以下にまとめる。まず、出馬時の年齢は50代が
9 人ともっとも多く、60代が 2 人、40代が 1 人
であるが、30代の若い女性市長も 2 人誕生して
いる。所属政党に関しては全員無所属である。

党員として議員経験のある女性市長もいるが、
立候補時には無所属として出馬している。これ
は、政党の枠にとらわれずに、自身のビジョン
と政策課題を掲げて選挙に出馬し有権者に支持
されたと考えられる。政治家類型に関しては、
対立候補がおらず無投票当選した女性市長も 2

地方自治体における女性首長と女性議員の現状

表 1．女性市長14名の政治家類型、優先施策領域、リーダーシップ・スタイルの分類

就任日年齢 所属政党 政治家類型 優先施策 リーダーシップ・スタイル

女性市長Ａ 50代 無所属 政党型 学びを通した都市活性化、地域
共生、持続可能な都市づくり

戦略的リーダーシップ

女性市長Ｂ 50代 無所属 (無投票当選) 少子化対策、安心な街づくり、
活力ある街づくり

戦略的リーダーシップ

女性市長Ｃ 50代 無所属 市民型 市民活動の推進、女性活躍推進、
医療センター設置

サーバントリーダーシップ

女性市長Ｄ 50代 無所属 政党型/市民型 協働による都市再生、コミュニティ
再生、自治体経営基盤の強化

ファシリテーター型リーダー
シップ

女性市長Ｅ 50代 無所属 (無投票当選) 仕事ができる街・住んでみたい
街・人を育てる街の創生

「女神的」リーダーシップ

女性市長Ｆ 50代 無所属 市民型 安全・安心の暮らし、子育て支
援、福祉・介護・医療の充実

「女神的」リーダーシップ

女性市長Ｇ 60代 無所属 市民型/政党型
/地元型

安全・安心の暮らし、産業経済
振興、子育て支援

ファシリテーター型リーダー
シップ

女性市長Ｈ 40代 無所属 市民型
防災・減災、教育、産業振興

ファシリテーター型リーダー
シップ

女性市長Ｉ 30代 無所属 政党型 子育て・教育、介護・医療の充
実、自然環境・歴史文化保存

戦略的リーダーシップ

女性市長Ｊ 50代 無所属 市民型 地域文化創造、産業・事業の創
造、福祉都市の創造

静かなリーダーシップ

女性市長Ｋ 30代 無所属 市民型 子育て支援、環境保全、地域資
源の活用

「女神的」リーダーシップ

女性市長Ｌ 60代 無所属 市民型 教育、福祉、環境 「女神的」リーダーシップ

女性市長Ｍ 50代 無所属 市民型 雇用創出、若者支援、資源活用 サーバントリーダーシップ

女性市長Ｎ 50代 無所属 市民型 医療の充実、少子化対策、財政
健全化

「女神的」リーダーシップ
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人いるが、市民型が 8 人ともっとも多く、出馬
時に無所属であることと関連していると思われ
る。なお、市長本人は無所属であるが政党の支
持によって当選した市長が 2 人、三類型の混合
型が 1 人である。この類型の分類結果は、春日
（2016）の男女間の類型の違い、すなわち女性
には政党型と市民型が多いという傾向を支持す
るものであるが、女性市長に関しては、近年、
市民型の増加傾向がみられる。

次に、優先施策傾向に関しては、インタビュ
ー時の回答と市の施政方針の文書を基に分類し、
優先順位の高い 3 項目を表にあげた。近年、地
方自治体は少子高齢化により消滅が危惧される
地域もあることから、少子化対策、若者支援、
雇用創出など地域創生の一環としての施策が目
立った。また、近年の気候変動による災害の多
発から、表には含まれない場合もあるが、ほと
んどすべての施政方針に防災・減災、危機管理
対策が含まれていた。さらに女性の視点を活か
した子育て支援、教育や福祉の充実、環境保全
なども優先されているが、このことは、女性が
政治決定の場に参画することで、政策にジェン
ダー平等の視点が貫かれること、環境、福祉、
食の安全、教育、人権など、生命・生活重視の
政策課題へと優先順位が組み替えられる傾向を
示すという五十嵐・シュラーズ（2012）の主張
をある程度裏付けるものとなっている。

最後に、リーダーシップ・スタイルに関して
は、各女性市長が持つ価値、リーダーとしての
目標、リーダーシップ発揮のための資質、自信
源に基づく「リーダーシップ創出モデル」（三
宅, 2015）に照らし合わせて分類を行なった。
近年のリーダーシップ・スタイルの傾向として、
現代のように多様化したグローバル社会におい
ては従来のような決断力、分析力、積極性によ
るいわゆる「男性的」なリーダーシップよりも、
表現力、柔軟性、共感力、直感力、忍耐力、利
他的といった「女性的」な資質の方が、リーダ
ーシッップ発揮には効果的であることが指摘さ
れている（ガーズマ・ダントニオ, 2013）。そ
の典型的なスタイルとして、女性市長14人のう

ち 5 人が「女神的」リーダーシップに分類され
た。その他、 3 人はファシリテーター型リーダ
ーシップ、さらに 3 人が戦略的リーダーシッ
プ、 2 人がサーバント・リーダーシップ、そし
て 1 人が静かなリーダーシップに分類された。
これらのリーダーシップ・スタイルは、戦略的
リーダーシップを除いて、いずれも女性のリー
ダーシップ・スタイルと親和性が高いと考えら
れる。戦略的リーダーシップを発揮している女
性市長は、強みとなる経験や資格を持っており、
問題や課題が発生した際に解決策の選択肢をよ
り多く提示できる点が特徴である。いずれの女
性も地方行政のトップの座にあって、市政のた
めに様々な施策を牽引しているさまは、リーダ
ーシップ発揮のスタイルに男女差が存在するか
もしれないが、リーダーシップの適性において
ジェンダーが懸念材料ではないことを物語って
いる。

Ⅵ．女性首長と女性議員を増やすには

女性議員を効果的に増やすための過渡期の策
として、ジェンダー・クオータが多くの国で取
り入れられ成果をあげてきた。ジェンダー・ク
オータは政治代表における男女の不均衡を是正
するためのもので、候補者あるいは議席の一定
比率を女性に割り当てる制度のことである。一
般に「クオータ」または「クオータ制」と呼ば
れる（三浦, 2014, p.7）。日本では2017年 2 月
末の時点で、国会や地方議会の選挙で男女の候
補者をできる限り均等にするよう各政党に努力
を求める「政治分野における男女共同参画推進
法案」が、国会で成立する見通しになったこと
が報じられている（朝日新聞2017年 2 月24日）。
当法案成立の見通しは、これまでの女性 NGO
団体の運動とロビイング活動によるところが大
きい。

地方自治体において女性首長や女性議員が著
しく少ない現状は、有権者の男女がほぼ半々で
構成されている状況において民主的とはいえな
い。より多様な声が地方自治に反映されること
で、誰もが住みやすい地域が創生される。筆者
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が研究対象とする女性市長は、より地域住民に
寄り添った施策を展開し、女性も政治的リーダ
ーシップが発揮できることを証明している。ま
た、女性地方議員の数が増えることで、将来、
潜在的に女性首長候補者が増えることにつなが
る。「政治分野における男女共同参画推進法案」
成立後、女性議員と女性首長の数が増えて女性
の政治参画がより一層活発になり、すべての
人々にとって生活しやすい日本社会になること
を期待したい。
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地方自治体における女性首長と女性議員の現状

注
1 ．女性市長の研究は、当初2015年度 4 月時点での
女性市長16名を対象としたが、年度内に 1 人増えた
ために対象者は17名となった。その中から、同意が
得られた14名に対してインタビューと質問紙調査と
関係資料収集を行なった。インタビューは約 1 時間
で、質問事項は以下のものを含む。立候補時の市政
状況、立候補の動機、公約、選挙の勝因、優先施策、
市長就任後の市政の変化、市職員との働き方、自身
の価値観、市長としての目標、自身の資質・スキ
ル・強みなどである。インタビュー・データはすべ
て文字起こしを行なった。質問紙調査は男性的資
質・女性的資質をランダムに22項目並べて自身の適
性を問うもので、14人中、10人から回答を得た。
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